
1 

犬山市民交流センター食堂出店者募集要項 

 

犬山国際観光センター（フロイデ）は令和２年４月から犬山市民交流センターとしてリ

ニューアルオープンし、これは従来の国際観光の振興や国際交流の促進だけでなく、世代

及び分野を超えた市民交流を促進し、協働のまちづくりを推進する拠点となる。 

 この市民の集いの場となる市民交流センターにふさわしい雰囲気で親しみやすく、施設

利用者のみだけでなく、一般市民に利用される食堂(飲食店)の出店者を募集する。 

 

記 

 

１ 事業に関する事項 

(1) 募集内容 

   食堂（飲食店）の出店及び市民交流センター内の会議室等への飲食物の提供 

 (2) 使用期間 

    行政財産目的外使用許可日～令和６年３月３１日 

   出店者が遵守事項等に違反したときは、許可を取消しできるものとする。この場合

において出店者に損害又は損失が生じても、市は、その賠償又は補償の責めを負わな

いものとする。また、出店者の出店権利の譲渡は認めない。 

市及び出店者双方に異議がない場合は、さらに１年継続するものとし、以降同様と

する。なお、出店者の都合等により退去しようとするときは、その３ヶ月以前に文書

により市に申し出ること。 

また、退去の際は、原則として出店者の負担により、原状回復するものとする。 

(3) 事業場所 

場 所 
犬山市松本町四丁目２１番地  

犬山国際観光センター地下１階 食堂 

面 積 

客室 １８８．３７㎡ 厨房 ６４．０３㎡  

休憩室兼更衣室 ９．３２㎡ 従業員用トイレ ６．４８㎡ 

                       計２６８．２㎡ 

席 数 約８０席 

   ※令和２年４月１日より犬山国際観光センターは犬山市民交流センターに変更とな

り、休館日及び開館時間は次のとおりとなる。 

休 館 日：１２月２８日～１月３日 ２階以上は第２、第４月曜日休館 

開館時間：８時３０分～２１時３０分（但し、会議室利用は９時～２１時３０分） 

 (4) 営業時間 

   原則として犬山市民交流センターの開館時間内とする。 

休業日は、休館日（１２月２８日～１月３日）及び出店者が指定する日とする。 

ただし、会議室等の利用者から飲食物の提供依頼があった場合は、原則、対応する

ものとする。 

(5) 使用設備 

   什器備品等設備は、原則既存設備を使用するものとし、不足する設備については、 

出店者において用意するものとする。 
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  (6) 施設改装等 

当該施設の改修・改装工事、修繕等（什器備品等設備設置を含む）を要するときは、

出店者の責任と負担において、これを行うことができる。この場合において、事前に

市と設計及び施工方法について協議し、承認を受けた後に着工することとする。 

 

２ 使用料 

  月額２３９，０６０円（犬山市行政財産の目的外使用条例第３条により算出） 

  条例の改正等により使用料が変更となる場合は市及び出店者双方で事業の継続につい

て協議するものとする。 

  保証金は免除とする。 

  光熱水費（電気代、ガス代、水道代、下水道代、電話代等）は、出店者の負担とする。 

 

３ 応募に必要な資格 

  次の(1)～(11)を全て満たすこと。 

 (1) 過去５年間に１年以上継続した飲食業の営業経験を持つ者、又は調理師免許を持ち、  

過去５年間に１年以上飲食業に従事した実績を持つ者であること。 

 (2) 法令等の規定により営業等について許認可等を要する場合は、該当する許認可等を

受けているか又は確実に受ける見込みであること。 

 (3) 食品衛生法及び他の法律に基づく処分などを過去３年間受けていないこと。 

 (4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条

の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(5) 政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった後３年を経過し

ない者（当該事実と同一の事由により犬山市の契約に係る指名停止要領（平成１４年

４月１日施行）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受けている者を除

く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用す

る者でないこと。 

(6) 著しい経営不振の状態にある者でないこと。著しい経営不振の状態にある者とは、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき手続開始の申立てがなされている者

をいう。 

(7) 公租公課を滞納していないこと。 

(8) 実施事業を履行するにあたり、法令等で定められた許可、資格及び基準がある場合

は、それらの要件を満たすことが確認できる者であること。 

(9) 参加意向申出書（犬山市プロポーザル方式実施取扱要綱 様式第１）の提出期限の日

から出店候補者の選定の日までにおいて、犬山市の契約に係る指名停止要領の規定に

よる指名停止の措置を受けていない者であること。 

(10) 犬山市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２５年３月２８

日締結）に基づく排除措置を受けていない者であること。 

 (11) 営業に起因するすべての事故・トラブルの場合に、出店者の責任において即刻対応

でき、かつ相応の補償能力がある者であること。 
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４ 失格事項 

提案者が、提出書類の受付締切日以降、選定の日までの間に、次のいずれかに該当し

た場合は、失格とする。また、すでに選定されている場合は、次点者と手続きを行うも

のとする。 

 (1) 本要項に定める手続きを遵守しない場合 

 (2) 応募の採否の働きかけを行う目的で、提案者又はその関係者が直接又は間接に本市

職員等と接触をもった場合 

 (3) その他、以下に掲げる行為があった場合 

ア 提出書類に虚偽があったとき 

イ 応募に必要な資格を失ったとき 

ウ その他不正な行為があったとき 

 

５ 出店に係る諸条件 

  次の(1)～(4)の条件を遵守すること 

  (1) 火災保険に加入すること。 

  (2) ゴミは、出店者の責任で処理すること。 

  (3) 従業員の駐車場は、出店者で確保すること。ただし、店舗利用客が犬山市民交流

センター駐車場を利用することは認める。 

  (4) 出店部分の清掃は、出店者の責任により行い、常に清潔な状態を保つこと。万が

一、食中毒等の事故が発生した場合は、食品衛生法等に定める一切の責任を負うも

のとする。 

 

６ 募集要項等の公表・配布 

(1) 配布日時 

    令和２年２月３日（月）～令和２年３月１８日（水）（土日、祝日を除く） 

    ９時から１７時まで（１２時から１３時を除く） 

 (2) 配布場所 

    〒４８４－８５０１ 

    犬山市大字犬山字東畑３６番地 

    犬山市役所 市民部 地域安全課 地域担当（本庁舎３階） 

    電 話 ０５６８－４４－０３４６（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

    Ｅメール 010400@city.inuyama.lg.jp 

 

７ 施設見学 

  施設見学申込書（別紙様式第１）を提出した提案者に対し、出店場所の施設見学の機

会を次のとおり設ける。 

(1) 開催日時 令和２年２月２６日（水）午前１０時～１１時 

(2) 開催場所 犬山国際観光センター地下１階食堂 

(3) 見学方法 施設見学申込書を提出した出店希望者に対し、犬山市職員の立会のもと、

一斉見学を行う。 
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(4) 申込期限 ２月２５日（火）の午後５時まで 

(5) 申込方法 施設見学申込書を６(2)配布場所のＥメールアドレスへ送信。 

(6) そ の 他 (1)の日時以外での施設見学も可能であるが、日程調整が必要である 

ため、見学希望日の 1週間前までに相談すること。 

 

８ 質問書の提出 

本要項等の内容について疑義のある場合は、質問書（別紙様式第２）の提出ができる

ものとする。（ただし、質問内容は公募に関して必要な項目のみで、口頭による質問は不

可とする。） 

 (1) 提出期間 令和２年２月１９日（水）～令和２年３月４日（水） 

         平日の９時～１７時 

 (2) 提出方法 電子メールのみ。別紙様式を使用し、６(2)配布場所のＥメールアドレス

へ送信。受付完了メールを確認すること。 

 (3) 回  答 令和２年３月１１日（水）頃までに市ホームページ上にて公表する。 

 (4) そ の 他 回答にあたり質問事業者名は公表しない。また、本プロポーザルに公平

性が保たれないと思われるものについては、回答しないことがある。 

 

９  参加意向申出書の提出 

出店希望の場合は、添付書類とともに、「参加意向申出書」（犬山市プロポーザル方式

実施取扱要綱 様式第１）を提出すること。犬山市で応募資格を満たすことが確認できた

場合は、令和２年４月１日（水）頃までに提案資格確認結果の通知を行う。 

 (1) 参加意向申出書（犬山市プロポーザル方式実施取扱要綱 様式第１） 

 (2) 納税証明書一式：写し可（直近１年分） 

   ※該当があるもののみ。個人事業主の場合は、個人事業主のもの。 

   ※滞納がない旨の証明でも可とする。 

ア 国税：法人税、消費税及び地方消費税［納税証明書その３の３］ 

   イ 県税：事業税、県民税、自動車税 

      ウ 市税：市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税 

   （但し、犬山市契約規則（昭和４０年規則第２１号）第５条第２項に規定する資格者

名簿に登録済である場合は不要） 

(3) 法人登記簿謄本（過去３ヶ月以内に発行されたもの） 

   ※個人事業主の場合は住民票（過去３ヶ月以内に発行されたもの） 

 (4) 印鑑登録証明書（法人の場合は法人印を登録したもの） 

(5) 営業許可書の写し 

(6) 会社（事業所）概要（別紙様式第４） 

(7) その他、会社ＰＲ用パンフレット等 

提出期限 令和２年３月１８日（水）１７時まで（必着） 

提 出 先 ６(2)配布場所に同じ。 

提出方法 持参又は郵送（持参の場合は、事前に電話予約し来庁） 
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１０ 提案書の提出 

 （1）９で応募資格が認められた場合は、提案書（犬山市プロポーザル方式実施取扱要綱 

様式第５）、出店計画書（別紙様式第３）、配置図、事業計画及び収支計画、直近１年

分の決算書（様式自由）を提出し、事業提案を行う。 

 (2) 出店計画書作成上の注意 

ア 「出店計画作成の基本的項目」（別紙様式第３）により作成する。 

イ 提出書類は、出店計画書を作成するソフトウエアや書体、文字サイズ等は問わな

いが、手書きは不可とする。 

ウ 提出書類の大きさは、添付書類も含めてＡ４縦の両面印刷とし、簡易に製本する。 

 (3) 提出期間 令和２年４月６日（月）から令和２年４月１７日（金） 

１７時まで（必着） 

 (4) 提出先及び提出方法 ９に同じ。 

 (5) 提出部数 正本１部、副本（正本の写し）８部、及び CD－Rに保存した電子データ 

 (6) その他  提出後において、記載内容の追加及び変更は不可とする。 

 

１１ 審査の方法・基準 

 (1) 犬山市民交流センター食堂出店者評価指針に基づき、プレゼンテーション及びヒア

リングを実施した上で、犬山市民交流センター食堂出店者審査委員会（以下「委員会」

という。）が総合的に評価を行い、最も評価の高い提案者を市が選定する。なお、委員

会は非公開とする。 

 (2) プレゼンテーション及びヒアリング審査は、提出書類に基づいて実施するものとし、

追加資料の配布は認めない。ただし、出店計画書の範囲内で、プロジェクター等を使

用した投影による説明、及び投影される資料の配布は可とする。当日使用する機材は

市で用意するため、使用する場合は事前に連絡すること。詳細の日時及び場所につい

ては、別途提案者に文書で通知する。 

 (3) 配点は、重要度に応じ項目ごとに行う。評価項目は、別紙「犬山市民交流センター

食堂出店者評価表」参照のこと。 

  (4) 委員会の採点にて総得点が満点の６割に満たなかった場合は、提案者が 1者又は、

最高点であっても決定せず、候補者なしとして取り扱う。 

  (5) なお、上記（1）で同点の提案者があった場合には、評価項目３の合計点が最も高い

提案者を選定する。 

 

１２ 審査結果の通知・公表 

 審査完了後、市内部で組織する入札契約審査委員会の確認を経て、提案者全てに対し、

令和２年５月中に結果を通知する。 

また、審査結果は市ホームページ上で公表する。 

 

１３ 担当部署との協議 

 選定された出店候補者は、食堂の出店に向けて担当部署と協議を行う。出店候補者は、

誠実に協議に応じなければならない。 

 



6 

１３ 全体スケジュール（予定） 

 日     程 内    容 

１ 令和２年２月 ３日（月） 
募集要項等のホームページでの開示 

及び配布 

２ 令和２年２月２６日（水）１０時～１１時 施設見学（随時見学も可） 

３ 
令和２年２月１９日（水） 

～３月４日（水）１７時まで 
募集要項等について質問受付 

４ 令和２年３月１１日（水）頃 質問に対する回答 

５ 令和２年３月１８日（水）１７時まで 参加意向申出書の提出 

６ 令和２年４月 １日（水）頃 提案資格確認結果通知 

７ 
令和２年４月 ６日（月） 

    ～４月１７日（金）１７時まで 
提案書の受付（必着） 

８ 令和２年５月初旬 
プレゼンテーション及びヒアリング 

審査 

９ 令和２年５月中旬 結果通知及び公表 

１０ 令和２年５月下旬～７月 協議、準備等 

１１ 令和２年８月１日（土）～ 使用許可、事業開始 

 

１４ その他 

 (1) 本募集に参加する者は、募集要項を熟読し、これを遵守すること。 

  (2) 本募集に参加する者は、募集要項等の内容や審査決定事項について、不明、錯誤等 

を理由に異議を申し立てることはできない。 

 (3) 提案に要する費用は、全て提案者の負担とし、提出された提案書等は返却しない。 

 (4) 応募書類の提出後の辞退は、プレゼンテーション及びヒアリング審査の前日まで可

能とし、辞退届（任意様式）を提出するものとする。 

 (5) 応募書類等は、犬山市情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となり、公開する

場合がある。 

 (6) 応募書類等の著作権は、提案者に帰属する。なお、当事業に関し公表する場合およ

び本市が必要と認める場合には、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものと

する。 

 (7) 応募書類等に含まれる著作権・特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 (8) その他本要項に定めのない事項については、別途本市の指示によるものとする。 
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（別紙様式第１） 

 

令和２年   月   日 

 

施設見学申込書 

 

犬山市長 山 田 拓 郎  様 

 

     住 所 

     商号又は名称 

     代表者 

     役 職  

氏 名                        ㊞                                 

   

 犬山市民交流センター食堂出店者募集に係る施設見学を下記のとおり申し込みます。 

 

参加者名簿 

 名 称 役 職 氏 名 

１    

２    

３    

 

                                  氏名 

電話 

ＦＡＸ 

E-mail    
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（別紙様式第２） 

 

犬山市役所市民部地域安全課 あて  

（E-mail：010400@city.inuyama.lg.jp）  

令和２年  月  日 

 

質 問 書 

 

提出期限 令和２年２月１９日（水）～３月４日（水） 

 

名 称 
 

担当者 

（役職・氏名） 

 

電 話 
 

ＦＡＸ 
 

E-mail 
 

 

質問箇所 質問内容 
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（別紙様式第３） 

 

出店計画作成の基本的項目 

 

１ 経営にあたっての基本的概念 

  営業日や営業時間、店のコンセプト等 

 

２ サービス内容 

   ①食堂 

 

   ②市民交流センター内の会議室等への飲食物の提供 

 

３ 想定メニューと金額 

   ①食堂 

 

   ②市民交流センター内の会議室等への飲食物の提供 

 

 

 

 

４ 従業員の配置と教育等 

業務内容別（調理師・ホールスタッフ等)の従業員数と従業員の接客教育、健康管理等 

 

 

５ レイアウト、客席の造形の考え方 

 

 

 

６ その他 

   ①衛生管理、廃棄物処理、クレーム対応等、飲食店運営に必要と思われる事項 

 

 

 

   ②その他、会社（事業所）のＰＲ 
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（別紙様式第４） 

 

会社（事業所）概要 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

会社(事業所)名 

 

住所   

代表者 役職名  氏名  

営

業

規

模

等 

資本金                 万円 営業年数    年   月 

従業員数 正規  臨時 

パート 

 

年間取扱高  

営業の沿革 

 

商号又は名称の変

更、組織の変更、合

併又は分割、資本金

額の変更、休止、営

業の再開、賞罰(行政

処分を含む)を記入

してください。 

     年   月   日 創業 

    年   月   日 

    年   月   日 

    年   月   日 

支店・営業所 名称 所在地 電話番号 

本社   

   

   

   

   

 

令和２年１月１日現在の状況を記入してください。 

 


